
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県北地域感染症ニュースレター 
令和３年度 

第 ４ 号 

★県北地域の感染症発生状況（ 令和３年１２/13 ～ 12/19 福島県感染症発生動向調査週報より） 

※詳細は「福島県感染症発生動向調査」で検索してください。 

定点把握疾患：咽頭結膜熱が県北保健所管内で小流行しています。 

全数把握疾患：腸管出血性大腸菌感染症（1件/週）、百日咳（9件/週）の発生が県北管内の医療機関から 

報告されました。 

福島県内の感染状況は落ち着いた状態が続いているものの、オミクロン株の市中感染が確認された都道府

県もあり、今後の動向を注視していく必要があります。 

冬休み・年末年始に帰省や旅行を始め、ご家族やご友人、職場の方等と会食するご予定を立てられている方

も多いかと思います。再び感染が拡大し、人流を制限するような状況とならないよう、年末年始もお一人お一

人が感染防止対策にしっかりと取り組んでいただきますよう、お願いいたします。 

 

 

 

 
 

 

感染症予防の基本 

正しい手の洗い方 



 

福島県県北保健所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
「ノロウイルス感染症（流行性胃腸炎）」は 11 月頃から流行が始まり、1 月頃が流 

行のピークとなります。 

ノロウイルスは、手指や食品を介して主に経口感染し、ヒトの腸管で増殖し、嘔吐(吐く)、 

下痢、腹痛などを起こします。子どもやお年寄りなどでは、重症化することがあります。 

患者の便や吐物には大量のウイルスが排出されます。 

感染しても症状が出ない「不顕性感染」の場合や軽い風邪のような症状のみの場合、また、症

状が治った後（１週間～1 ヶ月程度）は、気づかぬうちにノロウイルスを排泄し、感染源とな

る場合があるので注意が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「手洗い」が最も有効な予防法です！ 
・ノロウイルスは消毒用アルコールでは効果がありません。 

・流水と液体石けんでしっかり手を洗いましょう。 

・手洗いのタイミングは：トイレの後、食事の前、調理の前など 

・手洗い後のタオルの共用はやめ、個人用のハンカチやペーパータオルで

ふきましょう。 

 

●体調不良がある場合、早めに受診しましょう。特に、下痢や嘔吐や風邪

の症状がある方は、必ず受診しましょう。 

 

●下痢や嘔吐等の症状がある方は、食品を直接取り扱う作業をしないよう

にしましょう。 

 

●患者に接する方は、患者の便や吐物を適切に処理し、感染を拡げないよ

うにしましょう(吐物や便がついた床や物品等は次亜塩素酸ナトリウムで

消毒が必要です。) 

※詳細をご覧になりたい方は、Ｑ＆Ａノロウイルスに関する 

Ｑ＆Ａ 厚生労働省」を検索してください。 
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発行元：福島県県北保健所医療薬事課 
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電話 024-534-4113 
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 県北保健福祉事務所  

基本的な感染防止対策

に取り組んで、この冬も

健康に過ごしましょう。 

ノロウイルス感染症（流行性胃腸炎）にご用心！ 

 

ノロウイルス感染症の予防には？ 
 


